
第155回愛知県大規模小売店舗立地審議会報告案件（法第6条第2項）

業態 店舗名 店舗面積 所在地 用途地域 主な届出内容 市町意見 住民意見 県意見
備
考

総合店
スーパービバホーム長久手
店

10,300㎡ 長久手市卯塚一丁目302番地 準工業地域

開店時刻（午前7時→午前6時30分）
駐車場利用時間帯（午前6時30分から午
後9時30分まで→午前6時から午後9時30
分まで)

無 無 「なし」

＜変更＞　１件


